
神社プラン神社プラン

神社向け
火災保険

※物件調査サービスとは専門の鑑定人が寺社建築物の
評価額（保険価額）を評価するサービスです。

充実補償で最適な備えを風災・雪災等の自然災害のほか、さまざまなリスクに

物件調査サービス※

無料

財 産 補 償

神社仏閣特約

のご案内

企業財産総合保険
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●実際にご契約いただく補償内容は、申込書等でご確認ください。
●このチラシはごく簡単な説明を記載したものです。保険金の支払条件、その他この保険の詳細につきましては、企業財産総合保険（ビジネスプロパティ）のパンフ
レットおよびご契約のしおりをご参照ください。ご不明な点がありましたら、取扱代理店または弊社にご照会ください。また、特にご注意いただきたい事項を重要
事項説明書等に記載しておりますので、ご契約前に必ずご確認ください。

①建物
②屋内設備・什器等
③屋外設備・什器等

④商品・製品等
⑤明記物件

評価基準とお支払いする保険金保険の対象

保険の対象 評価基準

新価額（注）

時価額

お支払いする保険金

保険金額を限度に新価額（保険の対
象と同等のものを再築・再取得するのに
要する額）を基準としてお支払いします。

保険金額を限度に時価額を基準として
お支払いします。

※上記①～③の他に、屋内家財や屋内商品・製品等、屋外商品・
製品等、屋内明記物件、屋外明記物件も補償の対象とすること
ができます。

被保険者（保険契約の補償を受けられる方）所有の

①建物《本殿、手水舎等》
②屋内設備・什器等《神具等》
③屋外設備・什器等《狛犬等》

■神社仏閣特約・・・神社特有の事故を補償します。屋外設備・什器等とセットでご契約ください。

■財産補償・・・次の事故により保険の対象に生じた損害を補償します。

神社特有のリスクを補償するプランです。
神社プランとは？

風災等により、敷地内の立木竹が倒木または
幹折れとなった場合、その立木竹の取片づけ
清掃費用および搬出費用を補償します（１回
の事故につき100万円が限度）。

境内の樹木が台風により
倒れた。

補償内容 補償内容

屋外設備・装置内に保管してい
る業務用の通貨等に生じた盗難
による損害を補償します（１回の
事故につき、１敷地内ごとに30
万円が限度）。

（注）時価補償特約により評価基準を時価額に変更することもできます。
※自己負担額は「0円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円、50万円」よりお選びいただきます。
　ただし、自己負担額を0円で設定された場合でも、破損・汚損等、電気的・機械的事故は1万円となります。
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基本補償 オプション オプション オプション オプション オプション

火災、落雷、破裂・爆発

残存物取片づけ費用
保険金 修理付帯費用保険金 失火見舞費用保険金

地震火災費用保険金

風災・雹災・雪災 水災 盗難、水濡れ等 破損・汚損等 電気的・機械的事故
ひょう

臨時費用保険金
（10％払・30％払より選択）

自動的にセットされる補償

・看板および電気・ガス・水道設備等修復費用保険金
・安定化処置費用保険金
・損害防止費用

事故例

お賽銭が盗難された。
事故例※財産補償では立木竹に生じた損害は補償され

ませんが、この特約をセットすることで上記の諸費
用が補償されます。

ぬ

（300万円限度・
2000万円限度より選択）

オプション オプション オプション オプション オプション


